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るととろ により，所定の単位を修得し， 学位論 文の審査
及び最終試験に合格した者に行なう 。
（学 位 論 文）
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とする。
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して当該論 文の訳本， 模型又は標本等の提出を求めると
とができ る。
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。 薬学部規程の全部改正 一・・・・・…－…. .. . .3 I 科委員会にその審査を付託するものとする。
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学 内 規 則

富山大学学位規則の制定

富山大学学位規則を次のように制定する。
昭和40年l 月22日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学学位規則

（目 的）
第 1 条 乙の規則は，学位規則（昭和28年文部省令第9号〉

第11条の規定に基づき ． 富山大学（以下「本 学」 とい
う。〉において授与する学位の種類，論 文審査及び試験
の方法． その他学位lζ関し必要な事項を定めるものとす
る。
（学位の種類〉

第Z 条 本学において授与する学位は，薬学修土とする。
（学位授与の要件〉

第3 条 学位の授与は，本学大学院薬学研究科規程の定め

教授のうちから 3名 の審査委員を選出し， 当該論 文の審
査を委嘱する。 ただい 必要があるとき は， 研究科の他
の教官を審査委員に選ぶζとができ る。

（論 文の審査及び試験〉
第8 条 第 6条第 l項の規定により受理した学位論 文につ

いては， 審査及び試験を行なう 。
2. 試験は， 当該論 文を中心 として． 乙れに関連あ忍事 項

について口頭又は筆記により行なう 。
（審査委員の報告〉

第’条 前条の規定lとより学位論文の審査及び試験を行な
ったとき は． その成績を添え， 研究科委員会に文書で報
告しなければならない。
（研究科委員会の審議〉

第10条 研究科委員会は， 前条の報告に基づいて審議し，
学位論文の審査及び試験の合否について決議する。

2. 前項の議決をするには，出席委員の 3分の 2 以上の賛
成を必要とする。
（研究科長の報告〉

第I I条 研究科委員会が前条の議決をしたとき は， 研究科
長はその結果をすみやかに，文書で， 学長に報告しなけ
ればならない。
（学位の授与〉

第12条 学長は， 前条の報告に基づき ，大学院委員会の議
を経て学位の授与について決定する。

2. 学長は， 学位を授与すべき 者には所定の学位記を授与
し． 授与でき ない者にはその旨を通知する。

（学位名 称の使用 〉
第13条 学位の授与を受けた者が，学位の名 称を用いると

き は「薬学修士（富山大学〉 」と本学名 を付記するもの
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改める。
附 則

乙の規程〈改正） は， 昭和 40年1月 22日 から実施し， 次
の各号のとおり適用する。

(1） 第1 項の規定は， 昭和39 年 4月 1 日 から適用する。
(2） 第2項の規定は． 昭和 39 年1 0月l白から適用する。

ただし， 昭和35年度以前の入学生は． 改正前の規定に
よる。

【改正理由】
(1) 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目

に関する省令の制定によって課程の名 称が変更さ
れたため。
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「
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とする。
〈学位授与の取消〉

第14条 学位を授与された者が， その名 誉を汚辱する行為
があったとき ， 又は不正の方法により学位の授与を受け
た事 実が判明したとき は， 学長は． 研究科委員会及び大
学院委員会の議を経て， 学位の授与を取り消し， 学位記
を還付させる乙とができ る。

2. 研究科委員会において， 前項の議決をするには．
委員の 4分の3以上の賛成を必要とする。

（学位記の再交付〉
第IS条 学位記の再交付を受けようとするとき は，

由を具し， 学長に願い出なければならない。
（細員IJ)

第16条 乙の規則で定めるもののほか，必要な細則は，研
究科長が学長の承認を経て定める乙とができ る。

附 則
乙の規則は． 昭和 40年1月 22日 から施行し，

月 1 日 から適用する。

出席

その理
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富山大学教育学部規程の

一部を改正する規程

富山大学教育学部規程の一部を改正する規程を次のよう
に制定する。

昭和 40年1月 22日
富山大学長 横田 嘉右衛門

富山大学教育学部規程の一部を改正する規程
富山大学教育 学部規程 （昭和 27 年 4月1 8 日 制定〉の一部

を次のように改正する。
1 .  との規定中「初等教育科」を「小学校教員養成課

程」に「中等教育科」を「中学校教員養成 課 程」に
改める。

別表E教科目図画工作・美術の表中
「「 l デ ザ イ ン i 《 i I • 1 • i , I ｜ デザイ ！ __ s:主＿＿＿@L i＿ニし＿1＿：＿」：＿1 ＿二し－1 ン ｜ 色 彩 学 ！ 2 I I 1 i 1 I 1 I 
｜ ； 木 工 r l 4 ! i 2 i 1 : 1 [ 

2 -

(2) 図商工作， 美術科小倉助教授（担当学科目「構
成」〉任用 lζ伴ない「デザイン」， 「彫塑」関係
の内容を拡大充実するため。2 
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富山大学薬学部規程の全部改正

富山大学薬学部規則を次のように制定する。
昭和40年 1 月22 臼

富山大学長 横田 嘉右衛門

富山大学薬学部規則
宮山大学薬学部規程（昭和2 5年 9 月2 0 日制定〉 の全部を

昭和40 年 1月

分け，合格をさらに優，良及び可の3種の評語に区分する。
第ロ条 所 定の単位を履修取得した者には， 卒業 証書を授

与し， 薬学土と称するととを認める。
第13条 課程の修了は， 教授会の議を経て学部長が認定す

る。
第4章 転部， 転入学及編入学

第14条 本学部の学生の定員及び施設等〈以下「学生の定
員等」という。〉 に余裕があるとき は， 選考の上， 他の

改正する。 ! 学都からの転部を許可する乙とができ る。

第l章 学科， 専攻及び授業科目 I 2. 転部の時 期は， 一般 教育課程が終了したとき とする。

第 I 条 富山大学薬学部（以下 「本学部」という。） lζ薬 ！ 第15条 転部を許可された者ば， 本学部の専門教育課程に

学科を置く。 I ついて 2 年 6カ月 以上履修しなければならない。

2 .  薬学科には， 専攻種別lとより薬学コース及び製薬コー ｜ 第16条 転部希望者の選考は， 学部教授会において行なう

スを置 く。 ｜ 第17条 本学部の学生の定員等に余裕があるとき は， 選考

第 2条 授業科目は， 一般 教育科目， 外国語科目． 保健体 ｜ の上． 他の大学からの転入学並びに編入学を許可すると

育科目及び専門教育科目とする。
第3 条 在学期間は 4カ年以上とし， 1年を2 学期に分け

各 学期の期 間は15週以上とする。
2 .  一般 教育科目の履修期間は前期3学期， 専門教育科目

の履修期間は後期 5学期とする。
3. 外国語科目及び保健体育科目は， 前期 3学期において

履修する乙とを原則とする。
第4条 各 授業科目は， 必修科目及び選択科目に分ける。
2 .  本学部学生の履修すべき 授業科目及び単位数は， 別表

のとおりとす忍。
第5条 教授上必要あるとき は， 所 定の授業科目以外の講

義又は実習を課するととができ る。
第2章 履修方法

第6 条 一般 教育科目， 外国語科目及び保健体育科目の履
修方法は， 別に定めるととろ による。

第7条 授業科目の単位数は，原則として次の基準による。
(1) 講議は毎週 1 時 間 15週をもって 1 単位とする。
(2) 演習は． 毎週2 時 間15週をもって 1 単位とする。
(3） 実験文は実習は， 毎週 3時 間 15週をもって 1単位と

する。
第8 条 専門教育科目のうち特別研究は， いずれかの講座

lζ所属して行なわなければならない。
第，条 学生は在学期間を通じ， 一般 教育科目， 外国語科

目及び保健体育科目については 63単位以上， 専門教育
科目については薬学コース又は製薬コースのいずれかに
おいて8 4単位以上， 合計 147単位以上を履修取得しなけ
ればならない。

第3章 試験及び課程の修了認定
第1 0条 所 定の単位を履修した者には， 試験を行なう。
2 .  試験を分けて科目試験及び論文審査とする。
3. 試験の時期及び細自については， 別に定めるととろ に

よる。
第1 I'条 科目試験及び論 文審査の成績は， 合格と不合格lζ

とができ る。
2 .  転入学及び編入学希望者に関しては， 原則として本章

第14条第2 項， 第15条及び第16条の規定を準用する。
第18条 専門教育課程IC在学中の者は， 在学のまま， 他の

大学の入学試験を受けるととはでき ない。
第5章 聴講生及び研究生

第19条 聴講生として入学を希望する者には． 学生の定員
等lと余裕があるとき は， 選考の上． 許可するととができ
る。

2 .  聴講生として入学を希望する者は， 聴講希望科目及び
単位数並びに聴講期間を記した所 定の聴講願に． 次の書
類及び所 定の検定料を添え， 学期の授業 開始前に学部長
に提出して， その許可を得なければならない。
(1）履 歴 書
(2) 健康診断書
(3）写 真
(4）在職中の者は， 管理者又は所 属長の許可書

第20条 聴講生の選考は， 学部教授会において行なう。
第21条 聴講生として入学を許可された者は， 所 定の入学

料及び授業 料を納付しなければならない。
第22条 教官の指導を受けて授業科目に関連する学術の研

究を志望する者があるとき は， 研究生として入学を許可
する乙とができ る。

2 .  研究生に関しては， 本章各条の規定を準用する。
第23条 聴講生及び研究生は， 履修した科目について願出

により一般 学生と同じく， 当該試験を受ける乙とができ
る。

2 .  前項の規定によって試験に合格した者には， 本人の希
望により単位取得証明書を交付する乙とができ る。

附 則
1 .  ζ の規則は， 昭和40年1 月 22 日から施行し， 昭和 39 年

10 月 1 日から適用する。 ただし， 昭和39年度4年次学生
については附表的， 昭和39年度 3年次学生については附
表（ロ）の定めるととろ による。

2 .  前項のただし書は，昭和41年 3月 31日限り廃止する。
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第62号
別 表

授 業 科 目 及び単 位 数
一般教育科目，外国語科目及 び保健体育科目
科 百

一般 教 育科目

外 国語科 目
保健 体 育 科目

専門教育科目

系 ヂリ
人 文 科 学 系 列
社 会 科 てAふ卜2与 系 列

自然科学系列 化
（数必修学学
科

・・
目物生

）理物学学
（必修 科目） 雫宮古 ィ ッ 宝藷豆

講 議 ・実 技計

必 修 科 目

単 位 数12以上12以上
19以上
16以上
4以上63以上

主 要 専 門 科 目 ！薬学 コース｜製薬 コース
薬 化 学 I I 器 t� 引8 l=tl 8 I � 薬 化 学 実 習 2 
薬品分 析 化学 I i λ ず ィJ 7.5 1=t1 · 7い薬品分 析化学物実習 2. 5J 薬 用 楠 主学 主2司｜ 生 薬 学 生生 薬 薬化 6.5 

生 薬 学 実 習
品物理化学 ｜ 物 理 化 学 l � I 3 1==1 6 I t 5 薬品物理 化学実習 1. 5 

薬品合 成 化学実習 1. 5 衛 生 化 学 2.5 公 衆 衛 生 2 衛生 化 学 裁 判 化 学 1 衛 生 化 学実 習 1. 5 
期］ l主i薬 剤 剤 件寸4� 実

薬剤製 造学実習

薬品 生物化学実習 6見｜
1. 5 3 1. 5 

備

� 寸E

3科目以上3科目以上
考

数物含
学学む

各
。
4単

〉5
位単位以上以上。 物理 〈学各実，験化学1 及単位び生を

各8単位以上
各 2単位以上

選 択 科 目 ｜築学コ戸川製薬コィ
機 器 化 主学 1 1 
推 E計亭

衛
芥 1.5 1.5 有 機イ 1 1 

工 場 生論 0.5 0. 5 品質 管 理 1 � 薬 学 文献学 1 1 薬 学
許

史 1 1 特 法 0.5 o. 5 化 学療法制 0.5 0.5 細 胞 化 学学 1 1 病熊生化 ふ1 1 抗 生物質学※1薬品合成化
百
学 lI ※ 3 食 品 生※0.5薬局管 理 論 1 臨床医学 総論 1 応 用用数 学 2 応 物 理 学学 2 薬薬剤業
製 造 1. 5 

経 済 1 
生 薬学概論生 薬 イヒ 学衛生化学概論薬 剤 享

学頁 I 薬剤 習薬 品試験 法薬品作用学E電 気 業機 器化学事
工 経済薬 衛生法規

※1 
※ f·� ※3 ※3 ※1 
※ l  2 

※ l  

ミ品 作用学 （ 薬品 作用学 ｜ � I 6.5 1主1 3 I二薬 品 作 用学実 習 区 分

物 薬品製造 実習 20.0 17. 5 
薬品製造工 学 ｜｜薬薬 品品 製製

造工 造亨工豆七 学習一 ｜｜ ) I 3 I 卜了 単 位 計 67 .5 65.0 
特 別 研 究 I 6 I 6 16.�） 19.o 解 剖 生 涯 学 i. 5 I 選択科目単位 （※5 （※12.5) 病拐、微生 物 学

学
学 2.5 (0.5) 1 放
病応

射化学 ・ 放
理

射線保健 2 i0.5) 2 (0.5 ) 合 計 84.0 84.0 
関連科 目 用 数 学 2 I *f'.P(i，必修 選蝉位を示す。

物 理 学 ［ , I! （〕薬 局 方 概 論 1 1 
薬 品 試 験 法矧

1 
薬 事 衛 生 子t 1 l 
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昭和40年1月

保健体育科目 ｜糊体育 設 ｜十1- 1
正業 政策
社 会 政策
金 融 論
経 済統計
経 営学総 論
財務管理
労務管理
生産管理
販売管理
中小企業 論
商 業 学
交 通 論 I I 4 
商 品 学 I I 4 
会 計 学 I I 4 
簿記概 論
工業簿記及び
原価計算

管理 会計
経 営 分析
民 法
商 法
労 働 法
安全管理
機械工学概 論
電気工学概論
工業化学概 論 I I 4 
図 学 I I 4 
外 国経営 学 ｜ I , 
文 献 講 読 1 I q 
経営学特殊
研 究
商業 英 語
演 習

4
7
7
 4 

4 

備 考
1. 薬学コースの単位の履修方法

※印の必修選択単位 5. 5 単位を含めて16. 5単位以上を
履修取得しなければならない。

2. 製薬コースの選択単位の履修方法
イ， 薬剤師の免許を必要とする者は，国家試験を受験

するためには※印の必修選択単位12. 5単位を含めて
1 9 .0単位以上を履修取得しなければならない。

ロ， 薬剤師の免許を必要としない者は， 19. 0 単位以上
を履修取得しなければならない。

報

4 
4 
4 
4 

4 
4 

専門教育科目

【註】附表的及び附表（ロ）の内容は．公示を省略。 ただし
必要あるとき は，本部庶務課に保管の原本文は薬学
部事務部に備え付けの写によって了知されたい。

【改正理由】薬 学 部 規 程は， 昭和2 5年 9月制定， 自来
15回の一部改正を経て現在に至ったが，薬学の進歩発
展， 薬学履修者lζ対する社 会の要求等，薬学の多岐多
様化に伴ない．履修授業科目並びに単位数を整備する
とと もに， 大綱は新 規則に定め， 施行上の細目は 「薬
学部規則施行内規」に規定するため。

4 

4 
6 

富山大学経営短期大学部

学則の一部改正 4 
4 

4 
4

7
7
 

4 富山大学経営短期大学部学則の一部を改正する規則を次
のように制定する。

昭和39年12月17 日
富山大学経営短期大学部学長

横田嘉右衛門
富山大学経営短期大学部学則の一部を改
正する規則

富山大学経営短期大学部学則（昭和34年 4 月1 日 制定）
の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。 4 

4 

附 則 （昭和39年12月17 日 改正〕
乙の学員iJ （改正）は， 昭和40年 4月l 日 から実施する。

（参 考） 学則改正の要点
(1) 必修科目について， 単位の表示方法などを改めた。
(2） 保健体育科目について，授業科目の表示を改めた。
(3） 専門教育科目について， 次の授業科目を加えた。

社 会政策 (4単位〉
商業英語 ( 4 単位〉 計 2 科目 8 単位

【改正理 由】必修科目の表示方法及び保，健体育科目の授
業 科目名 が・適当でないので改めた。

経営学関係の専門教育科目について，
かっTこ。

4 考

その充実をは

単位数ーー
ァー ｜ 備

必修 選択

2 
2 

fイツ；1_L1�1

授 業 科 目科目・系 列

学一
学一
学一
学一
学

史

理一
会

歴一
文一
心一
社一
法一

人文科

学関係

社 会科
学関係

自然 科

般

育

目
教

科

外 国 語 科 目
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第13回 評
（議 題）
富山大学教育 学部規程の一部改正（案〉について

グ 薬学部規程の全部改正〈案〉について
グ 学位規則（案）の制定について

経営短大教官の学長候補選挙資格について
富山大学学生募集要項（何年度）の一部補足について

議

c 1 月22 日）

d』;m; 

4』τ＂＂ 

諸

議

富山大学学長選考基準について

富山大学学長選考基準（昭和28 年5月28 日制定〉に関す
る覚え書が次のとおり決定された。

覚 え 書
．
．
．

 

’’目・
内Fhu
弓‘JV
4. 

協議ム
（昭和40年1 月22 目 玉決定〉評議会

富山大学学長選考基準第10条第2 項iという選挙資格者の
中には， 富山大学経営短期大学部の専任教官（講師以上〉
を含むものとする。 5. 

動異事人

｜ 発令年月日 ｜ 発

1 40 . i. i 1 文

I ij I 
I // I 
｜ グ ｜ 富 山 大 学

i 4 o. i. io I 
I 40 . i .  31 I 

氏 庁令容内動異名

省部教授に昇任させる裕国柴
ij ij （修原官

ij 富山大学助教授（文理学部〕lζ昇任させる勝瀬楠

講師に昇任させる啓村布
ij 講師（教育 学部〕に採用する昨J 1 I 中

務
学

教
（薬 ij 辞職を承認する美基子木浅

6等級にある者（係長等を除←） 

1 月1 9 日（火）午後1 時 間講式
グ 26 日（火〕 ij 5時 間講式

以上の期間中， 講義・ 演習 併せて20時間
【研 修場所 】本学職員ホーノレ
【講 師】講義＝事務局長

演習 ＝関係課長及び課長補佐

行政職【研修対象者】
く〉

【研 修 日程】
幸良

£』;c; 

諸

賀ネ兄

内

年

学

新

【研修の内容】
「文教行政の基本問題一般講義 ｛l大学行政について（ 一 営について

大学の財政について
人事管理について
学生の厚生補導について

11時～と き
ところ
式次第

演習 課題

事務職員研修講座

学内職員車球大会

第3回学内（職員〕卓球大会は， 部局対抗として下記の
とおり行なわれた。

記
1 月 9日（土）

小 体 育 館
本部， 文理， 教育 ， 薬， 工および経済・図書

1 3: 10～ 17:40 と き
ととろ
参加者

本学事務職員の研修講座が下記のとおり行なわれた。
記

【研修の名称】 富山大学事務職員研修講座
【研修の目的】 富山大学の中堅職員に対し， 文教行政の基

本問題ならびに大学行政上の諸問題等について研修を行
ない， もって本学の円滑な管理運営に資するととを目的
とする。
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現 官 職 ｜弘�
（自 都 大 草） ｜
男 教 育 学$？ 1

昭和40年の新 春を寿ぐ本学の祝賀会は， 全学職員有志が
参加して次のとおり行なわれた。

記
1月4 日（月〉

黒 田 講 堂
「年の始め」の歌斉昌

学長 年頭のあいさつ
（祝 宴〉



報

・短大の計6チーム 約40名
競技結果 （予選リーグ〉

�I教 ｜ 工｜文 同
教 育1�1 31 s i s : 
工学 I 2 l�i 41 6 ! 
文 理I o I 1 ！�I 1 I 

（決勝トーナメント〉
薬 学 一一一「①

｜ ＼＼｜ 薬｜ 経｜ 本陣
i 薬 学 I� ＼ 31 3 1 6 
1 経図短｜ 2 i�I 31 5 
i本 部I 2 \ 2 i�i 4 

「一一「① 優勝＝ 薬学 部チーム
次勝＝教育学 部グ工 学一一＿＿＿＿＿＇. 1 

教 育一一寸① 11 
経図短一一一一」 l

昭和39年度 科学研究交付金状況

〔総合研究〕
• 1930年代と1950～60年代における国家独占資本主義の実
証的比較研究と理論的総括（70万円〕

経済学 部 内田穣吉教授
〔機関研究〕

・和漢 薬の特異な生物活性と構成成分との関連について
( 755万円〉 薬学 部志甫伝逸教授

・医 薬品の防カビ研究（50万円）
薬学 部桜井謙之介教授

〔試験 研究〕
・反射炉による製鉄試験（85万円）

工 学 部森棟隆弘教授
〔各個研究〕 11件（ 131万円 ）

学生会館の 新 設

昭和40年1月
充実のため 220万円が助成されている。

学生統合寮の 新 設

現在の寄宿寮はいずれも老朽化著しく，かねて改善が望
まれてきたが，乙のほどようやく統合寮として新設が認め
られ，39年度予算による第l期工事分1.311坪（ 288名収
容）の新営について昨年11月5日起工式を行ない，佐藤工
業KKの請負い（工費9,950万円〉で着工された。 〈他lζ
電気工事860万円．給排水・ガス暖房工事 2.570万円〉

新統合寮の建設地は本学 五福キャンパスの南方約2粁の
旧陸軍の実弾射撃場跡で城山の麓高台に位 し，東方遥かに
立山連峰を眺める閑静な田園地帯で，その5.000坪の敷地
K，鉄筋4階建の男子寮＝ 3 棟．女子寮及 共用管理棟各l
棟を計画し，第1期工事で は男子・女子寮各棟それぞれ半
分位 と．共用管理棟の大部 分を建てるととになった。
新営の統合寮の居室は． l室lζ2名収容し，寝台．物入

れ，机，椅子，本棚なども備付け，さらに全館暖房施設を
設け，また各寮棟の各階lζ便所，洗面所，洗濯場のほか，
日常学習の余暇に寮生交歓の場として談話室を設け，共同
管理棟には新式で能率的な厨房器具を備えた炊事場，大食

堂，浴室，委員会室，事務室，宿直室などが設けられる。
昭和40年度には引続き第2期工事600坪の予算閤賦が決

定しており，第3期工事で 完成する。完成の暁には660名
収容でき，その収容率は在籍学 生の約24%という全国的に
も有数 な率となり，結局県外学 生の約60%，従来の約2倍
の学 生が 寮生活をおくる乙とができるようになる。

文教工 事進渉状況

昭和39年度の文教工事については，学 生会館の新営およ
び＼学 生統合寮の第l期工事のほか，次のとおり進渉して
いる。
【生産機械工学科実験研究室増築】

富山大学 学 生会館の新設は，かねて教職員，学 生らより｜ 鉄筋4階建，延300坪，総工費2.640万円， 1月30日完
属望されていたととろ．昭和39年度において，学 生統合寮｜ 成
とともにその建設が認められた。文部省が国立大学 に学 生｜【電話交換施設】
会館建設の計画を実施に移してから6年目 ．その数 はまだ
20大学 lζ満たぬうちに加えられたものである。
同会館は，総工費約5,400万円，鉄筋一部2階建で延坪

数 は550坪。1階にはステージ付大集会室（ 130坪）．ホ
ーjレ（軽食，喫茶室付き130 1平〉，他lと事務室，学 生相談
室，娯楽室，音楽鑑賞室などぐ140坪）。2階には集会室
学 生連絡室など（ 150坪）がつくととになっている。
去る12月 7日起工式が行なわれ，本年3月末竣工の予定

であるがあるが，同会館は本学 の中央． 薬学 部の前面の旧
グランドlと建てられるが ，内部設備は，大学 生活の環境lζ
合うよう目下慎重に研究されており，本学後援会から設備

自動交換施設（富士クロスパー型，300回線）を1.570万
円で設置，4月より自動化に切換える。

【ボイラ一室】
鉄骨平家建80坪，工費544万円，12月10日完成。本年度
は1.540万円をかけて 文理学 部人文科学教棟の暖房設備
を完成。40年度以降遂年五福地区全館暖房設備を 進め
る。

【アイソトープ学 生実験室】
鉄筋平家建40坪，工費 700万円，3月10日 完成予定

【計算センター】
ブロック平家建35坪，工費350万円. 12月10日完成，電
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子計算機（オキタックー5090C型. 3,300万円）を設置
【動物飼育室】

ブロック平家建30坪，工費360万円， 3月10日完成予定
昭和40年度における文教工事などは， 学 生統合寮の第2

期工事のほか，大体次のようになる見込み。
【和漢 薬研究施設】

鉄筋4階建延480坪． 工費約5. 700万円の新営並びに「
臨床利用部門」の設置が認められた。 ζれで既設の資諒
開発，生物試験の両部門と合せて 3 部門となる。

【一般教養施設の増築】
一般教養の教室， 実験室は，38年度までに47%建築した
が40年度において ．文科系620坪， 理科系560坪（鉄筋
4階建． 工費約11.700万円）の増築が認められた。

【附属小学 校舎の新営】
鉄筋 3階建，延776坪， 工費約7.100万円（寄附工事
178坪を含む〉 なお，附属学校用として プールc2sm 7 
コース〉も，総工費約500万円で建設される予定。

｜主 要日誌
本 部｜

1月4日 新年祝賀会（黒田講堂〉
9 日 学 内職員（部局対抗）卓球大会（小体育舘〕
16日 放射性同位元素委員会
22日 学 部長懇談会

。 評議会（第13田〉
25日 事務協議会
26日 本部職員定期健康診断
19～26日 事務職員研修会

｜文理学部｜
1月 5日 文 学 科（史学 専攻）同窓生懇談会

20日 教 授 会
。 学 部真率会総会

21～22日 全国文理学 部長連絡協議会（埼玉大学 〉
25日 選考委員会
27日 文学科改組委員会
羽目 理学科教官会議

）教育学部｜
l 月 7日 選考委員会

11日 大学 問題対策委と教務委との合同委員会
12日 選考委員会

報
13日 選考委員会，教授会
19日 職業補導委員会
20日 人事教授会
25日 選考委員会
26日 学 部長候補者選挙管理委員会

経済学郁
1月 8 日 人事教授会

11日 授業開始
21日 教授会（第16回）

。 教務委員会

薬 学 部
1月16日 日本 薬学大会準備委員会

第62号

18日 長崎大学 薬学 部馬渡事務長，中島会計係長来学
28日 千葉大学 薬学部能勢事務長，熊倉会計係長来学

｜工 学 部｜
1月13日 一般教授会及 び専任教授会

。 学部補導委員と学生懇談会
20日 一般教授会
21目 。
27日 専任教授会
30日 本省から技術教育課長ら来学
｜短期大学部｜

1月11日 第13週授業開始
22日 入試問題作成委員会

。 教官会議
30日 後学期終了

昭和 4 0 年 2 月 1 5 日
印 刷所 昭和印刷株式会 社
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